
第 6 号様式（第11 条関係） 

地域貢献活動実施状況報告書（令和５年度分） 

令和 6年 5月 17日

 （宛先）名古屋市長 

報告者 住  所 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 5 号 

氏  名 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 

     代表取締役 長島  巌 

名古屋市商業者等による地域貢献活動の推進に関する条例第13 条第 1 項の規定 

により、次のとおり報告します。

大規模小売店舗の名称 栄グローブ 

大規模小売店舗の所在地 名古屋市中区栄三丁目 705 番 ほか 4 筆 

地域貢献活動の実施に

関 す る 基 本 的 な 方 針

地域と対話し連携しながら、継続的に地域の要望に

沿った地域貢献に取り組んでまいります。 

計 画 の 期 間 令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

連 絡 先

担 当 部 署
フロンティアリート SC マネジメント株式会社 SC マ

ネジメント部 

電 話 番 号 03-6661-1770 



地

域

貢

献

活

動

の

実

施

状

況

分野 項目 細目 活動内容 実施時期 

１

地
域
づ
く
り

１ 

地域づくり

の取組みへ

の協力 

①

町を美しくす

る運動への協

力 

・敷地境界のフェンスや外壁等

への違反広告をなくす点検・

撤去管理 

・店舗周辺の清掃実施 

・ノーポイ運動への参加、協力

・地域一斉清掃活動への参加、

協力 

・落書き消し活動への参加、協

 力 

開店時より 

毎日実施 

未実施 

未実施 

未実施 

②

交通安全市民

運動への協力 

・交通安全市民運動への参加、

協力 

・違法駐車、青空駐車追放パト

ロールへの参加、協力 

未実施 

未実施 

③ 

地域の祭りや

行事、文化活

動への協力 

・地域の文化活動への参加、協

 力 

未実施 

④ 

商 店 街 振 興

組合、商工会

等への加入、

協力 

・南大津通商店街振興組合に会

員として加盟済 

開店時より 

⑤ 

その他地域づ

くりの取組み

への協力  

・駐輪場条例の必要台数（35台）

を上回る自転車駐輪台数（70

台）を本建物に設置 

開店時より 

２

防
犯

２ 

防犯、青少

年非行防止

対策の推進 

① 

店舗内、敷地

内における防

犯対策の実施

・見通しを確保した商品陳列 

・店内に防犯カメラを設置 

・警備員やテナント従業員によ

る定期的な巡回の実施 

開店時より 

開店時より 

開店時より 



② 

深夜営業や営

業時間外の防

犯 対策、青

少年非行防止

対策の実施 

・営業時間外における駐車場出

入口の封鎖 

開店時より 

③ 

緊急通報体制

の 

確立 

・警備会社との営業時間外にお

ける警備契約、緊急時の通報

体制の構築 

開店時より 

④ 

その他防犯、

青少年非行防

止対策への協

力 

・夜間時に防犯上の盲点となり

うる、敷地西側通路へ照明を

配置 

・大津通側はテナントファサー

ド部分のショーウインドウを

営業時間中明るくします。 

開店時より 

開店時より 

３

自
然
環
境

３ 

環境対策の

推進 

① 

３Ｒの推進

・建物建築時においてリサイク

ル製品の活用を検討 

建設時より 

② 

省エネルギー

対策等の実施 

・建物共用部は、過剰な照明の

削減と省エネ型照明器具（Ｌ

ＥＤ）の設置を実施 

・断熱素材の使用、高効率機器

の導入を検討 

・売場にＬＥＤを使用 

開店時より 

開店時より 

開店時より 

③ 

ヒートアイラ

ンド、地球温

暖化 対策の

実施 

・屋上緑化を実施 開店時より 



４

健
康
・
福
祉
・
子
育
て

４ 

子ども、高

齢者、障害

者への配慮 

①      

ユニバーサル

デザインの導

入、普及協力 

・身障者対応エレべーターを設

置 

・地下 1 階に多目的トイレを設

置 

・障害者車両が利用可能な機械

式駐車場を設置 

開店時より 

開店時より 

開店時より 

５

雇
用
・
労
働

５ 

地域雇用確

保への協力 

① 

地域からの雇

用の促進 

・従業員の地域からの優先的な

採用を実施 

開店時より 

② 

男女平等参画

の推進 

・各種法令の遵守 開店時より 

６

撤
退
等

６ 

核テナント

撤退や店舗

閉鎖時の対

策 

① 

早期の情報開

示、提供 

・核テナントが撤退する場合、

その後の対応策を含め、早期

に情報開示できるよう努めま

す。 

現在テナン

トの撤退の

意向がない

ため未対応 

７

そ
の
他

７ 

その他 

① 

地域の景観形

成への取組み

に 対する協

力 

・都市景観形成基準の遵守によ

る周辺の街並みへの配慮等、

良好な景観形成に向け取り組

みます。 

開店時より 

② 

その他地域貢

献活動 

・地域からのご要望に応じて前

向きに検討します。 

適宜 


